
1システム障害発生時の対応

 電気が使えない状態は回避すること、保安上の問題があることに優先的に対応
する。

 申込方法は、メール（申込書〔統一様式〕を添付）送付の上、電話連絡を必須
する。

 申込みは、再点等（次ページ参照）の希望日が「当日分または翌日分」のもの
を基本とする。

 それ以外の希望日のものは小売電気事業者側でストックし、再点等の希望日の
前日になった時点で、一般送配電事業者に申込む。

＜対応の方向性（案）＞



2システム障害発生時の対応

機能名
考え方 対応案

電気の使用 保安 料金負担 低圧 高圧 FIT

設備情報照会 × － ×

使用量情報照会 × × －

再点 ● 〇 － 〇

廃止 ● △ △ △

‐撤去 ● ○ ○ ○

スイッチング ●※ × × ×

アンペア変更 ●（増設） ●（減設） △ － －

需要者情報変更 × × ×

業務処理状況確認 × × ×

事業者管理 ×

ユーザ管理 ×

 機能ごとの対応の方向性（案） （対応案の凡例）○：優先高、△：優先低、×：対応しない、－：対象なし

※システム障害は、最大1か月で解消することを前提。
※スイッチングは、料金負担の影響はあるものの、マッチング判定のハンド対応が困難。


